
林
業
・
木
材
産
業
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
が
発
生
し
た
時
の

対
応
及
び
事
業
継
続
に
関
す
る
基
本
的
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
公
表
に
つ
い
て

TOPICS

01

予
防
対
策
の
徹
底

　
厚
生
労
働
省
等
の
情
報
に
基
づ
い
て
、徹

底
し
た
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。

●	

事
業
者
は
、従
業
員
に
対
し
、次
に
掲
げ

る
感
染
予
防
策
を
要
請
し
ま
す
。

❶	

体
温
の
測
定
と
記
録

❷	
発
熱
な
ど
の
症
状
が
あ
る
場
合
は
、所
属

長
へ
の
連
絡
と
自
宅
待
機
の
徹
底

❸	

体
温
37
．５
度
以
上
の
熱
が
４
日
以
上
継

続
し
た
場
合
等
は
、所
属
長
に
連
絡
の
上

保
健
所
に
問
い
合
わ
せ

●	

事
業
者
の
業
態
に
応
じ
て
感
染
予
防
策

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※	

林
業
経
営
体
は
、現
場
作
業
に
関
連
し
た

次
に
掲
げ
る
感
染
予
防
策
を
実
施
す
る
。

❶	

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
等
で
の
通
勤
や
休
憩
で

は
、同
乗
者
が
長
時
間
か
つ
近
距
離
で
接

す
る
こ
と
か
ら
、窓
を
開
け
て
の
換
気
や

エ
ア
コ
ン
を
用
い
た
外
気
の
導
入
等
に

よ
る
定
期
的
な
換
気
の
実
施
と
、で
き
る

限
り
の
マ
ス
ク
の
着
用
。

❷	

休
憩
小
屋
な
ど
の
狭
い
屋
内
で
昼
食
等

に
よ
り
長
時
間
過
ご
す
場
合
に
は
、窓
を

開
け
る
な
ど
に
よ
る
定
期
的
な
換
気
の

実
施
と
、で
き
る
限
り
２
メ
ー
ト
ル
を
目

安
と
し
た
適
切
な
距
離
の
確
保
。

※	

木
材
市
場
の
せ
り
場
な
ど
常
時
不
特
定

多
数
の
者
が
集
合
す
る
場
所
で
は
、で
き

る
限
り
マ
ス
ク
を
着
用
し
、マ
ス
ク
を
着

用
し
な
い
場
合
に
は
２
メ
ー
ト
ル
を
目

安
と
し
て
適
切
な
距
離
を
保
っ
て
取
引

を
行
う
こ
と
を
徹
底
す
る
。

※	

木
材
市
に
参
加
す
る
事
業
者
や
関
係
車
両
の

運
転
手（
木
材
運
送
業
者
等
）等
の
日
常
的
に

工
場
・
市
場
・
事
業
所
等
へ
出
入
り
す
る
取
引

事
業
者
へ
も
感
染
予
防
策
を
周
知
徹
底
す
る
。

●	

事
業
者
は
、従
業
員
か
ら
診
断
結
果
等
の

報
告
を
速
や
か
に
受
け
る
体
制
を
構
築

し
て
く
だ
さ
い
。

●	

事
業
者
は
、手
洗
い
な
ど
の
感
染
予
防
策

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

❶	
出
勤
時
、ト
イ
レ
使
用
後
、事
業
所
等
へ

の
入
場
時
に
は
手
洗
い
、手
指
の
消
毒
。

❷	
で
き
る
限
り
マ
ス
ク
を
着
用
し
、マ
ス

ク
が
な
い
時
に
咳
を
す
る
場
合
に
は

テ
ィ
ッ
シ
ュ
や
袖
等
で
口
や
鼻
を
被
覆
。

❸	

通
常
の
清
掃
に
加
え
て
、水
と
洗
剤
を
用

い
て
人
が
よ
く
触
れ
る
と
こ
ろ
の
拭
き

取
り
清
掃
。

●	

事
業
者
は
、イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
に
あ
た
っ

て
、そ
の
規
模
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、そ
の

開
催
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
も

に
、開
催
す
る
場
合
に
は
、風
通
し
の
悪
い
空

間
を
な
る
べ
く
作
ら
な
い
な
ど
、イ
ベ
ン
ト

の
実
施
方
法
を
工
夫
し
て
く
だ
さ
い
。

患
者
発
生
時
の
患
者
、

濃
厚
接
触
者
へ
の
対
応

　
事
業
者
は
、患
者
が
発
生
し
た
場
合
に
は
保

健
所
の
指
示
に
従
い
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。

●	

事
業
者
は
、患
者
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に

は
、そ
の
旨
を
保
健
所
に
報
告
し
、対
応

に
つ
い
て
指
導
を
受
け
る
と
と
も
に
、従

業
員
に
周
知
し
て
く
だ
さ
い
。

●	

事
業
者
は
、保
健
所
の
調
査
に
協
力
し
、

濃
厚
接
触
者
の
確
定
を
受
け
ま
す
。

●	

事
業
者
は
、保
健
所
が
濃
厚
接
触
者
と
確
定

し
た
従
業
員
に
対
し
、14
日
間
出
勤
を
停
止

し
、健
康
観
察
を
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

●	

濃
厚
接
触
者
と
確
定
さ
れ
た
従
業
員
は
、

発
熱
又
は
呼
吸
器
症
状
を
呈
し
た
場
合

は
、保
健
所
に
連
絡
し
、行
政
検
査
を
受

検
し
ま
す
。

　
林
野
庁
で
は
、林
業
・
木
材
産
業

に
お
い
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
者
が
発
生
し
た
時
の
対
応
及

び
事
業
継
続
に
関
す
る
基
本
的
な

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
の
報
告
が
増

加
し
て
い
る
状
況
を
鑑
み
、林
業
経

営
体（
森
林
組
合
、素
材
生
産
業
者
、

自
伐
林
家
等
）及
び
木
材
関
連
事
業

（
木
材
製
造
業
、木
材
卸
売
業
、木
材

市
場
業
等
）に
お
い
て
、感
染
者
が

発
生
し
た
場
合
時
に
、保
健
所（
感

染
症
担
当
）と
連
携
し
て
、従
業
員

等
の
健
康
保
護
と
と
も
に
業
務
継

続
を
図
る
際
の
基
本
的
な
ポ
イ
ン

ト
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　

関
係
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、是
非
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、

御
対
応
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

１

２

10林野   2020.4 No.157



施
設
設
備
等
の
消
毒
の
実
施

●	
事
業
者
は
、保
健
所
の
指
示
に
従
っ
て
、

感
染
者
が
勤
務
し
た
区
域
※
１
の
消
毒
を

実
施
し
ま
す
。

　

	

緊
急
を
要
し
、自
ら
行
う
場
合
に
は
、感

染
者
が
勤
務
し
た
区
域
の
う
ち
、頻
繁
に

手
指
が
触
れ
る
箇
所
※
２
を
中
心
に
、ア
ル

コ
ー
ル
※
３
で
拭
き
取
り
等
を
実
施
し
て

下
さ
い
。

※
１	

工
場
、倉
庫
、事
務
所
、休
憩
所
、マ
イ

ク
ロ
バ
ス
、林
業
機
械
等

※
２	

ド
ア
ノ
ブ
、ス
イ
ッ
チ
類
、手
す
り
、

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
・
林
業
機
械
の
ハ
ン

ド
ル・レ
バ
ー
等

※
３	

消
毒
用
エ
タ
ノ
ー
ル（
70
％
）又
は
次

亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム（
０
．０
５
％

以
上
）

事
業・業
務
の
継
続

（
感
染
者
発
生
に
備
え
た
準
備
）

　

業
務
形
態
を
踏
ま
え
た
取
組
を
実
施
し

て
お
く
こ
と
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

　
（
例
）現
場
作
業
班
間
で
の
感
染
を
抑
制

す
る
た
め
、複
数
の
作
業
班
が
同
時
に
出
席

す
る
会
議
・
行
事
等
の
限
定
や
作
業
班
間
の

作
業
員
の
入
れ
替
え
の
抑
制
。

（
感
染
者
発
生
時
の
事
業
・
業
務
継
続
の
準

備
）

　

事
業
者
は
、従
業
員
が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
感
染
し
、濃
厚
接
触
者
の
出
勤
停

止
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
り
、通
常
の

業
務
の
継
続
が
困
難
な
場
合
に
は
、生
産
、

販
売
等
の
事
業
を
維
持
・
継
続
す
る
た
め
、

以
下
の
対
応
を
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

●	

事
業
者
は
、事
業
を
継
続
す
る
た
め
に
必

要
と
な
る
人
員
、物
的
資
源（
マ
ス
ク
、手

袋
、消
毒
液
等
）等
を
把
握
し
て
く
だ
さ

い
。

●	

事
業
者
は
、事
業
継
続
の
た
め
、勤
務
体

系
・
情
報
共
有
体
制
・
人
員
融
通
体
制
を

検
討・整
備
し
て
く
だ
さ
い
。

●	
事
業
者
は
、従
業
員
の
確
保
状
況
に
応
じ

て
、生
産
・
販
売
等
の
事
業
規
模
に
つ
い

て
検
討
し
、事
業
の
継
続
体
制
を
整
備
し

て
く
だ
さ
い
。

（
参
考
）従
業
員
の
確
保
状
況
に
よ
る
段
階

別
の
事
業
継
続
体
制

　
事
業
者
は
、従
業
員
の
確
保
状
況
に
応
じ

て
、段
階
別
に
事
業
継
続
体
制
を
決
定
し
ま

す
。

【
第
一
段
階
】

（
業
務
の
内
容
）原
則
通
常
ど
お
り
の
業
務

（
人
員
体
制
）早
出・残
業
等
で
業
務
対
応

【
第
二
段
階
】

（
業
務
の
内
容
）生
産
体
制
や
業
務
を
縮
小

小
規
模
事
業
者
の
場
合
に
あ
っ
て
は
業
務

全
体
の
休
止
も
含
め
判
断

（
人
員
体
制
）早
出
・
残
業
等
で
の
業
務
対
応

に
加
え
、可
能
で
あ
れ
ば
、他
部
門
か
ら
の

応
援

関
係
者
と
の
情
報
共
有	

●	

林
業
経
営
体
は
、従
業
員
等
の
中
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑
わ
れ
る

者
が
確
認
さ
れ
た
段
階
か
ら
、都
道
府
県

林
務
部
局
に
状
況
を
報
告
す
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、併
せ
、所
属
す
る
業
界
団
体
等
が

あ
る
場
合
に
は
、所
属
団
体
の
事
務
局
等

に
状
況
を
報
告
し
、業
界
内
で
の
情
報
共

有
を
徹
底
す
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●	

木
材
関
連
事
業
者
は
、従
業
員
の
中
に
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
疑
わ
れ

る
者
が
確
認
さ
れ
た
段
階
か
ら
、所
属
団

体
の
事
務
局
等
に
状
況
報
告
し
、業
界
内

で
の
情
報
共
有
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、農
林
水
産
省
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ｐ
Ｒ
版

と
と
も
に
掲
載
し
て
お
り
ま
す
の
で
御
覧
く

だ
さ
い
。

【
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ー
ペ
ー
ジ
】

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
発
生
時
の

対
応・業
務
継
続
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

https://w
w
w
.m
aff.go.jp/j/saigai/n_

coronavirus/ncv_guideline.htm
l

３

５

４
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